令和６年度の改善方策　令和7年度における実行結果

＜通知表の配布、個人面談について>
　◎令和6年度から通知表の配布は10月と3月の2回としています。
　　学習の評価は、１回目（10月配布）は、４月から９月末の学習内容。２回目（３月配布）は10月から３月までの学習内容が反映されます。
◎保護者の皆様との連携を深めるために、個人面談を2回実施しました。児童の学習・生活の様子を直接お伝えしました。1回目は夏季休業中（7月）。2回目は冬季休業前に実施いたしました。
　・７月の面談では１学期の学習面の課題を中心に面談を実施いたしました。12月の面談では２学期の学習面の課題をお伝えし、休業中にご家庭での復習を促させていただき、子どもたちの学習への定着が図れるようご協力をお願いいたしました。

<行事の精選、実施方法等について>
　・令和7年度から世田谷区では土曜授業日がなくなり、年間およそ30時間分授業時数の確保が難しくなりました。しかし標準時数は変わらず、学習時間を確保するためには、さらに行事を精選しなくてはなりません。
　・体育的行事（運動会）、学芸的行事（学芸会、展覧会等）大きな行事に関して大幅な見直しをいたしました。
　令和7年度は、「運動会」と「音楽会」を実施いたしました。
　　学芸的行事を「展覧会」→「音楽会」　隔年での開催となりました。
　
<担任との連絡手段について>
　①すぐーる：欠席（病欠・都合欠）・遅刻・早退の連絡をするときに使用いたしました。
　　　　　　　
　②ロイロノート：児童が欠席した時に、学校からの連絡をするときに使用いたしました。
（児童の学習用アプリのため、保護者と教職員との間では使用不可。）
　③留守番電話の設定：１７：３０－翌朝７：３０


